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１．事業概要 Ⅰ 事業の目的
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警察庁
中野第一庁舎

警察庁一番町庁舎

関東農政局
東京地域センター
（大手町第３地方合同庁舎）

関東農政局
東京地域センター湯島庁舎
（湯島地方合同庁舎）

東京第二営繕事務所

東雲合同庁舎敷地

■ 東京23区内に所在している国の行政機関の移転・再配置を行い、老朽化が進
み分散している庁舎を集約化することにより、国有財産の有効活用を図ると共に、
利用者の利便性向上、公務能率の増進等を図る。



１．事業概要 Ⅱ 事業の背景及び経緯
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「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（平成１８年７月７日、閣議決定）

・一般庁舎・宿舎、未利用国有地等の売却・有効活用を促進することとされた。

「 国 有 財 産 の 有 効 活 用 に 関 す る 報 告 書 」 （ 平 成 １ ９ 年 ６ 月 １ ５ 日 ）
（財務省：国有財産の有効活用に関する検討、フォローアップ有識者会議）

・ 東 京 ２ ３ 区 内 に 所 在 す る 庁 舎 の 移 転 ・ 再 配 置 計 画 を 提 案 。

「 閣 僚 懇 談 会 に お け る 財 務 大 臣 発 言 」 （ 平 成 １ ９ 年 ６ 月 １ ９ 日 ）

・報告書で提言された移転・再配置を着実に進めるため関係閣僚の協力を要請。

国土交通省 東雲合同庁舎整備事業を事業採択（平成２０年４月）

■国有財産の有効活用のため、財務省の有識者会議より提案された

東京２３区内に所在する庁舎の移転・再配置計画



●計画概要

１．事業概要 Ⅲ 事業の計画概要
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完成イメージパース

・事業地 東京都江東区東雲１－９

・敷地面積 ５，７７０㎡

・延床面積 ２０，８６７㎡

・規模構造 鉄骨造 地上１３階建

・施設整備期間 平成２０～２５年度

（事業期間 平成２０～３４年度）

・建設費 約９０億円

（全体計画額 約 １１９ 億円）

・事業実施手法 PFI方式
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事業計画の必要性に関する評価指標
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３．事業継続の妥当性 Ⅰ事業の必要性等
（１）事業計画の必要性に関する評価

●事業計画の必要性
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３．事業継続の妥当性 Ⅰ事業の必要性等
（２）事業計画の合理性に関する評価

本事業計画の合理性の評点は１００点とする。

●事業計画の合理性

○ 本事業の移転予定官署の跡地は、処分の対象となっている。

○ 本施設の高度な機能を確保できる貸事務所等が存在しない。

事業案以外の案では、同等の性能を確保できない。
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●事業計画の効果

事業計画の効果(B1及びB2)の
発揮見込みを評価するための指標

１４６．４点 ≧ １００点
※ 現在の評価手法制定時（平成２３年４月）以前に新規採択時評価を実施したため、当時の資料を基に、新たに算出したもの（参考数値）。

３．事業継続の妥当性 Ⅰ事業の必要性等
（３）事業計画の効果（B1及びB2）の発揮見込みの評価
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アクセスの確保

都市計画その他の土地

利用に関する計画と整合性

敷地形状等

建築物の規模

敷地の規模

機能性

社会性、環境保全性及び機能性

合計
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事業計画の効果の
発揮が見込まれる。

（次頁参照）



分 類 評 価 項 目
評
価

取 組 状 況

社 会 性 地 域 性 B
充実した取組が計画されている。
（地域性に関する施策が１つ取り組まれている。）
・公開空地的な広場を設置

環境保全性 環 境 保 全 性 A
特に充実した取組が計画されている。
（省エネ施策が４つ以上取り組まれる計画である。）
・屋上緑化、雨水利用設備、高効率変圧器、太陽光発電

機 能 性

ﾕ ﾆ ﾊ ﾞ ｰ ｻ ﾙ
ﾃ ﾞ ｻ ﾞ ｲ ﾝ A 誘導基準を満たした上で、｢高度なバリアフリー化｣を行う計画である。

防 災 性 A

総合耐震計画基準に基づいた取組がなされているほか、 防災に配慮
した取組が行われている。
（防災性に関する施策が２つ以上取り組まれる計画である。）
・止水板、ビル風対策、落雷対策

●施策に基づく付加機能（Ｂ１・Ｂ２）の評価（Ｂ２の内訳）

３．事業継続の妥当性 Ⅰ事業の必要性等
（３）事業計画の効果（B1及びB2）の発揮見込みの評価
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施策に基づく付加機能が発揮される見込みである。
（ＡまたはＢに該当する項目がある）⇒評点1.1を付与（前ページ表へ）

太陽光発電設備の例 雨水貯留槽の例 多目的トイレの例



３．事業継続の妥当性 Ⅱ事業の進捗の状況及び見込み
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再評価時

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 ～H34

調査等 敷地調査

本体事業
（PFI方式）

ＰＦＩ事業手法による検討及び手続き 設計 本体工事 維持管理

新規採択 再評価 施設完成

地中埋設物撤去

Ｈ２１．４ 実施に関する方針の公表
Ｈ２１．６ 特定事業の選定
Ｈ２１．８ 民間事業者の募集
Ｈ２２．３ 民間事業選定結果 事業評価対象

新規
採択時

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 ～H34

測量・
設計等

敷地調査 設計

本体工事 本体工事

新規採択



３．事業継続の妥当性 Ⅱ事業の進捗の状況及び見込み（事業費の増加要因）
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建設発生土を、汚染土として処理するため、約５億円必要となる。

H２２．４ 土壌汚染対策法の改定

H２２．１２ 新土対法に基く土壌汚染状況調査

全６１区画中５８区画において、基準値を超過するフッ素を確認

○ 土壌汚染（フッ素）及びその対策に関する検討状況

H２３．６ 「形質変更時要届出区域」の指定



４．新規採択時と再評価時との比較

※ 現在の評価手法制定時（平成２３年４月）以前に新規採択時評価を実施したため、当時この評点は算出されて
いないが、当時の資料を基に、新たに算出したもの（参考数値）。
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新規採択評価時
（平成１９年度評価）

再評価時
（平成２４年度評価）

施 設 整 備 期 間 平成２０～２３年度 平成２０～２５年度

建 設 費 約１１４億円 約９０億円

変 動 要 因
・ 物価変動
・ PFI事業による効果
・ 汚染土等対策

建築規模（延床面積） 20,950㎡ 20,867㎡
事業計画の必要性 １２０点 １３３点
事業計画の合理性 １００点 １００点
事 業 計 画 の 効 果 １３３点 １４６点

施 策 に 基 づ く
付 加 機 能

・ 太陽光発電
・ 屋上緑化
・ 雨水利用
・ ユニバーサルデザイン

・ 太陽光発電
・ 屋上緑化
・ 雨水利用
・ ユニバーサルデザイン

※

※



５．対応方針（案）
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事業継続の妥当性判断

●事業の必要性等

・新規採択時評価から、事業計画の必要性の変化はない。

・事業案以外の案では、同等の性能を確保できない

・事業の効果に関する評価（B1,B2)により、位置、規模、構造に関する基準を

満足する施設が整備される。

●事業の状況

・平成２５年度に完成の見込み。

・民間の施工単価と同等である。

以上より、事業継続が妥当である。
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1.事業の経緯及び予定
・実施方針の公表 平成21年 4月30日
・特定事業の選定 平成21年 6月26日
・入札公告 平成21年 8月19日
・民間事業者の選定 平成22年 1月20日
・事業契約締結 平成22年 3月25日
・施設完成引渡し 平成25年 7月31日
・事業終了 平成35年 3月31日

2.事業概要
・計画地 ：東京都江東区東雲1-9
・敷地面積： 5,770㎡
・延べ面積：20,867㎡
・入居官署：警察庁、関東農政局東京地域センター、

関東地方整備局東京第二営繕事務所
・構造規模：鉄骨造 地上13階建
・事業者 ：東雲グリーンフロンティアPFI株式会社(鹿島グループ)
・特徴 ：BTO方式、サービス購入型

施設整備、維持管理、運営を行う

外観イメージ

（参考）東雲合同庁舎 PFI事業の概要



出典 ： ジャパン・ビルディング・コスト・インフォメーション
財団法人建設物価調査会

＜延床面積と総工事費単価＞

（参考）一般建物とのコスト比較

20,867

294
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他施設抽出条件

用 途 ：一般事務所
地 域 ：全国
構 造 ：Ｓ・ＲＣ・SRC造
着工年 ：2011年

約7割の実績
ﾃﾞｰﾀを含む範囲

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ凡例

低層（1～5階）
中層（6～10階）

高層（10階i以上）

○ 特殊経費を除いた場合の予定施工単価は、一般の事務所施設の施工単価と
比べて、ほぼ同等のレベルである。

東雲合同庁舎



（参考）一般建物とのコスト比較
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項 目
工事費
(百万円)

備 考

１．事務スペース 等 6,139

２．特 殊 な 構 造 2,232 ●構造割増 【 450 】 ●設備割増 【 480 】

●仕上割増 【 156 】 ●その他 【 32 】

●防災設備割増 【 614 】 ●土壌汚染処理 【 500 】

３．外 構 整 備 132 ●外構 【 12 】 ●工作物 【 47 】

●構内舗装 【 29 】 ●構内緑化 【 22 】

●屋外排水 【 22 】

４．そ の 他 69 ●環境負荷低減 【 69 】

合 計 8,572

東雲合同庁舎㎡単価
・事務スペース（1のみ） 29.420万円/㎡
・特殊仕様含む（１＋２＋３＋４） 41.079万円/㎡

建築物㎡単価 27.837万円/㎡※
※建築着工統計調査報告（国土交通省総合政策局情報安全・調査課建設統計室）より計算した
事務所ビル工事費（ＲＣ造・ＳＲＣ造・Ｓ造）の平均単価

○ 特殊経費を除いた場合の予定施工単価は、一般の事務所施設の施工単価と
比べて、ほぼ同等のレベルである。


